
日本薬学会北陸支部（富山県、福井県、石川県）に所属する日本薬学会会員 各位 

 

2021 年度 特別講演募集のお知らせ 

 

「日本薬学会北陸支部特別講演会」（以下、特別講演会）は、日本薬学会北陸支部（以下、北陸支

部）に所属する薬学会会員が薬学領域で著名な研究者を招いて北陸支部内で実施する講演会を指

します。特別講演会の講演者に対しては、北陸支部から２万円の謝礼金を支払うことが可能です。

原則として、北陸支部から旅費は支給されません。謝礼金の支給対象は、日本薬学会の他支部会

会員と日本薬学会非会員です。北陸支部以外から謝礼金を受け取る予定の場合は支給対象となり

ません。なお、講演者が北陸支部所属の薬学会会員である場合は、別に定められた交通費が支給

されます。また、支援可能な講演数に限りがありますので、年度内に募集を打ち切りさせていた

だく場合もあります。 

 

特別講演会の開催を希望される方は、以下の要領でお申し込みください。 

＜申請作業＞（以下は、富山大学、北陸大学および金沢大学に所属する会員が各大学における連

絡担当幹事を介して行う手順です。３大学の所属ではない会員は幹事を介さず直接に行ってくだ

さい。） 

1. 申請者が、所定の申請書（様式は支部 Web サイトからダウンロード可）を作成し、連絡担当

幹事（富山大：早川、北陸大：大本、金沢大：大宮）に電子メールを送信する。 

2. 連絡担当幹事が、申請書を支部長に電子メール送信する。 

3. 支部幹事会が承認の可否を協議し、支部長が連絡担当幹事に結果を通知する。連絡担当幹事は

申請者に結果を通知する。 

＜承認後の作業＞ 

4. 申請者が、講演を案内する文書（ポスター）を作成し、連絡担当幹事に電子送信する。連絡担

当幹事は案内文書を支部長に電子送信する。 

5. 支部長が、案内文書を各幹事に電子送信する。 

6. 各幹事が、支部所属会員へ特別講演の案内を通知する。 

7. 支部長が、支援金と領収証用紙を連絡担当幹事に渡す（支援金は原則として銀行送金とする、

外国人など送金が困難な場合は手渡しとする）。 

8．参加者名簿を作成する（別途エクセルファイルあり） 

＜講演後の作業＞ 

9. 申請者が、連絡担当幹事に領収証（署名と押印、講演者が外国人の場合は署名のみ）を渡し、

参加者名簿・聴衆数を知らせる。 

10. 連絡担当幹事が、支部長に領収証（あるいは銀行振り込み時に必要な振込口座番号と自宅住

所）、参加者名簿を送付する。 

特別講演会の開催が認められた場合には、十分な広報活動を行うようお願いいたします。 

2021 年 6 月 

玉井郁巳 

公益社団法人日本薬学会北陸支部 2021 年度支部長、金沢大学薬学部 tamai@p.kanazawa-u.ac.jp 


